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九州大学における履修証明プログラムに関する規程

平成２０年度九大規程第７５号

施 行：平成２０年１２月 １日

最終改正：令和 ４年 ３月３１日

（令和３年度九大規程第１０６号）

（趣旨）

第１条 この規程は、九州大学（以下「本学」という。）における、学校教育法（昭和２２年法律第

２６号）第１０５条及び学校教育法施行規則（昭和２２年文部省令第１１号）第１６４条の規定

に基づく履修証明を行うプログラム（以下「履修証明プログラム」という。）に関し必要な事項を

定めるものとする。

（履修証明プログラムの編成等）

第２条 履修証明プログラムは、本学が開講する講習若しくは授業科目又はこれらの一部により体

系的に編成するものとする。

２ 履修証明プログラムは、主に本学の学生以外の者を対象に体系的な知識・技術等の習得を目指

した課程とし、学部、学府その他の部局等に開設するものとする。

３ 履修証明プログラムを受講する者を履修証明プログラム生と称する。

４ 本学の正規学生以外の履修証明プログラム生については、原則として、科目等履修生として

受け入れる。

（履修資格）

第３条 履修証明プログラムの履修資格は、九州大学学部通則（平成１６年度九大規則第２号）第

８条第１項各号又は九州大学大学院通則（平成１６年度九大規則第３号）第１０条第１項各号若

しくは第１２条第１項各号のいずれかに該当する者のうちから履修証明プログラムを開設する学

部、学府その他の部局等（以下「開設部局等」という。）において定めるものとする。

（履修証明プログラムの届出及び公表）

第４条 開設部局等の長は、当該開設部局等の教授会、運営委員会等の議を経て、履修証明プログ

ラムの名称、目的、総時間数、履修資格、定員、内容、講習又は授業の方法、修了要件、受講料

その他総長が必要と認める事項を総長に届け出なければならない。

２ 開設部局等の長は、届出後に前項に掲げる事項に変更が生じたときは、その旨を総長に届け出

なければならない。

３ 総長は、前２項の届出があったときは、教育企画委員会に報告の上、第１項に掲げる事項を

公表するものとする。

（履修の許可）

第５条 履修証明プログラムの履修の許可は、開設部局等の教授会、運営委員会等の議を経て開設

部局等の長が行う。

（受講料）

第６条 履修証明プログラムの受講料及び徴収方法等は、別に定めるところによる。

（記録の作成と管理）

第７条 開設部局等は、履修証明プログラムの履修者の学籍その他教務に関する記録を作成し、管

理しなければならない。

（修了の認定及び履修証明書の授与）

第８条 履修証明プログラムの修了要件を満たした者は、修了の認定を受け、その事実を証する履
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修証明書の交付を受けることができる。

２ 履修証明書の様式は、別記様式のとおりとする。

（実施体制の整備）

第９条 開設部局等は、履修証明プログラムの編成及び履修証明プログラムの課程の実施状況の評

価並びに履修証明書の交付を行うために必要な体制を整備しなければならない。

（状況報告及び調査）

第１０条 総長は、必要があると認めるときは、教育企画委員会を通じて、開設部局等の長に対

し履修証明プログラムの実施状況等に関する報告を求め、又はその状況を調査する。

（雑則）

第１１条 この規程に定めるもののほか、履修証明プログラムの実施に関し必要な事項は、開設部

局等の長が別に定める。

附 則

この規程は、平成２０年１２月１日から施行し、平成２０年４月１日以降に開設した履修証明プ

ログラムから適用する。

附 則（平成２４年度九大規程第１１１号）

この規程は、平成２５年４月１日から施行する。

附 則（平成２９年度九大規程第１５０号）

この規程は、平成３０年４月１日から施行する。

附 則（令和元年度九大規程第１７号）

この規程は、令和元年８月１日から施行する。

附 則（令和２年度九大規程第４６号）

この規程は、令和３年２月９日から施行する。

附 則（令和３年度九大規程第１０６号）

この規程は、令和４年４月１日から施行する。
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別記様式

第 号

履 修 証 明 書

氏 名

年 月 日 生

学校教育法第１０５条の規定に基づき、所定の下記プログラムを修めたことをここに証する。

記

プログラムの名称

プログラムの概要

総時間数

年 月 日

開設部局等の長


